
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】内層と外層の間に間隙を設けた帽体からな
り、この内層と外層には多数の通気孔が内層側と外層側
とで相互にずれて形成され、かつ、内層の外層に面した
側には、前記通気孔の周囲に堰を設けると共に、当該通
気孔の中心にまたは通気孔に隣接させて、内外層に接す
る垂直壁からなるスペーサを設けたことを特徴とする保
護帽。
【請求項２】前記外層の通気孔の中心にまたは通気孔に
隣接させて、内外層に接する垂直壁からなるスペーサを
設けたことを特徴とする請求項１記載の保護帽。
【請求項３】前記外層の通気孔の周囲に補強リングを設
けたことを特徴とする請求項１記載の保護帽。
【請求項４】内層と外層の間に間隙を設けた帽体からな
り、この内層と外層には多数の通気孔が内層側と外層側

とで相互にずれて形成され、かつ、前記内層の通気孔の
全周には、壁面に空気の流通孔が穿設され、内外層に接
する垂直壁からなるスペーサを設けたことを特徴とする
保護帽。
【請求項５】前記外層の通気孔の中心にまたは通気孔に
隣接させて、内外層に接する垂直壁からなるスペーサを
設けたことを特徴とする請求項４記載の保護帽。
【請求項６】前記外層の通気孔の周囲に補強リングを設
けたことを特徴とする請求項４記載の保護帽。
【請求項７】内層と外層の間に間隙を設けた帽体からな
り、内層の外層に面した側には、頂点から放射状に伸び
る凹条と凸条を交互に形成すると共に該凸条に通気孔を
形成し、他方、前記外層には前記内層の凹条に対向させ
て通気孔を形成したことを特徴とする保護帽。
【請求項８】前記内層の通気孔の周囲に堰を設けたこと
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を特徴とする請求項７記載の保護帽。
【請求項９】前記外層の通気孔の周囲に補強リングを設
けたことを特徴とする請求項７記載の保護帽。
【請求項１０】前記内層の凸条が部分的に外層に接して
いることを特徴とする請求項７記載の保護帽。
【請求項１１】帽体の頂部に通気孔を有する凸条を形成
し、該凸条を通気孔と排水孔とを有するカバーにより間
隙をおいて覆ってなり、該凸条の通気孔と該カバーの通
気孔とが、相互に重ならないように形成されていること
を特徴とする保護帽。
【請求項１２】前記凸条に沿って凹条が形成されている
ことを特徴とする請求項11記載の保護帽。
【発明の詳細な説明】
技術分野
  この発明は、建設作業、土木作業、その他あらゆる作
業において、頭部防護のために着用される保護帽の構造
に関するものである。
背景技術
  各種作業現場や工場などにおいて、作業者は保護帽を
頭部に着用することにより、物体の飛来または落下によ
る危険を防止し、或いは、墜落による危険を未然に防止
しているが、当該保護帽は、特に、夏期または労働量の
激しい作業では、長時間の着用により、発汗作用で頭部
を蒸らすことになる。この結果、これらの作業が不快な
ものとなるばかりでなく、作業能率も低下することとな
る。
  保護帽に通気性を付与する試みとして、日本公開実用
新案昭和60年－143736号公報には、網または網状多孔性
材を、欠如部分が交互配置となるように多層に成形した
保護帽が開示されている。また、日本公開実用新案昭和
58年－7832号公報に記載された考案も保護帽に通気性を
付与しようとするものであり、日本公開実用新案平成１
年－94430号公報にも作業用ヘルメット、乗物用ヘルメ
ット、安全靴等の安全保護具内部の空気換気装置が開示
されている。
  しかしながら、これらの保護帽には屋外で使用する際
の雨対策が考慮されていない。
  他方、日本公告実用新案昭和42年－20108号公報に
は、通気性を有し、雨対策が施されたヘルメットが開示
されているものの、当該考案は帽体の側部に小孔が穿設
されているために、飛来物または落下物の進入の虞があ
ると共に強度的にも十分でなく、頭部を保護するという
ヘルメット本来の目的を達成することができない。ま
た、当該ヘルメットでは前屈みの状態で作業等を行う場
合には、ヘルメット内部に雨水が浸入し、雨対策として
も不十分である。
発明の開示
  本発明は、通気性および通風性に優れると共に、雨天
等における防水対策が施された、強度に優れた保護帽を
提供することを目的としたものである。

  本発明の保護帽は、内層と外層の間に間隙を設けた帽
体からなり、この内層と外層には多数の通気孔が内層側
と外層側とで相互にずれて形成され、かつ、内層の外層
に面した側には、前記通気孔の周囲に堰を設けると共
に、当該通気孔の中心にまたは通気孔に隣接させて、内
外層に接する垂直壁からなるスペーサを設けたことを特
徴とするものである。
  また、本発明の保護帽は、内層と外層の間に間隙を設
けた帽体からなり、この内層と外層には多数の通気孔が
内層側と外層側とで相互にずれて形成され、かつ、前記
内層の通気孔の全周には、壁面に空気の流通孔が穿設さ
れ、内外層に接する垂直壁からなるスペーサを設けたこ
とを特徴とするものである。
  更に、本発明の保護帽は、前記外層の通気孔の中心に
または通気孔に隣接させて、内外層に接する垂直壁から
なるスペーサを設けることが望ましい。また、前記外層
の通気孔の周囲に補強リングを設けることが望ましい。
  本発明の保護帽は、内層と外層の間に間隙を設けた帽
体からなり、内層の外層に面した側には、頂点から放射
状に伸びる凹条と凸条を交互に形成すると共に該凸条に
通気孔を形成し、他方、前記外層には前記内層の凹条に
対向させて通気孔を形成したことを特徴とするものであ
る。前記内層の凸条は部分的に外層に接していることが
望ましい。
  また、本発明の保護帽は、帽体の頂部に通気孔を有す
る凸条を形成し、該凸条を通気孔と排水孔とを有するカ
バーにより間隙をおいて覆ってなり、該凸条の通気孔と
該カバーの通気孔とが、相互に重ならないように形成さ
れていることを特徴とするするものである。なお、前記
凸条に沿って凹条が形成されていることが望ましい。
図面の簡単な説明
  図１は、帽体の一部を切り欠いて示す保護帽の側面図
である。
  図２は、内層に穿設した通気孔の周辺拡大図である。
  図３は、スペーサの形状を変形した実施形態である。
  図４は、スペーサの形状と配置を変形した実施形態で
ある。
  図５は、外層に穿設した通気孔の周辺拡大図である。
  図６は、堰とスペーサの変形例を示す縦断側面図であ
る。
  図７は、帽体を構成する内層と外層を上下に分離して
示す側面図である。
  図８は、図７に示す内層に外層を被着することにより
構成された帽体の平面図である。
  図９は、図８に示す帽体の縦断側面図である。
  図10は、帽体の他の実施形態を示す要部縦断側面図で
ある。
  図11は、帽体の他の実施形態を示す要部縦断側面図で
ある。
  図12は、図11に示す実施形態において、帽体10とカバ
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ー30とを上下に分離して示す斜視図である。
発明を実施するための最良の形態
  以下、本発明に係る保護帽の最良の形態を図面に基づ
いて説明する。
  図１は、帽体の一部を切り欠いて示す保護帽の側面図
である。保護帽の主体を構成する帽体10は、内層10Aと
外層10Bの２層から構成され、両層間には間隙12が設け
られている。帽体10の材質としては、ポリエステル、ポ
リプロピレン、ポリエチレン、ポリカーボネート、ABS
樹脂などの合成樹脂を用いることができる。また、強度
を重視する場合には、鉄、鋼、アルミニウム、アルミニ
ウム合金、その他高強度合金も使用可能であり、保護帽
が使用される用途によっては、繊維強化プラスチック
製、セラミック製とすることもできる。
  本実施形態において間隙12の厚さは、帽体10のいずれ
の部分においてもほぼ等しくなっている。後述するよう
に、本発明において間隙12は、主として空気の流通路と
して機能するものであるから、空気が流通可能な空間が
確保されればよい。従って、間隙12の厚さは１～20mm程
度、特に、３～10mm程度とすることが好ましい。
  内層10Aと外層10Bには、多数の通気孔20A、20Bが穿設
されている。通気孔20A、20Bは、それぞれ、内層10Aと
外層10Bの全体にわたって略均一に形成され、かつ、通
気孔20Aと通気孔20Bは、相互にずれて形成されている。
本発明において通気孔20Aと通気孔20Bとを重ならないよ
うに構成したのは、落下物、飛来物および雨水などが、
帽体10の外部から通気孔20A、間隙12および通気孔29Bを
経由して、帽体10の内部に進入することを防止するため
である。
  本実施形態において、内層10Aの内部と外層10Bの外部
とは、通気孔20A、間隙12および通気孔20Bにより連通し
ているから、外気は図１において矢印で示すように、帽
体10の内部と外部間を流通する。
  通気孔20A、20Bは、上記機能を有するものであるか
ら、帽体10の全体に配置されていてもよいし、あるい
は、後述する実施形態に示すように部分的に、特に上部
に配置されていてもよい。また、通気孔20A、20Bの配置
は、規則的であってもよいし、不規則的であってもよ
い。通気孔20A、20Bの大きさについても格別の制限はな
く、帽体10の強度を維持することができる程度の大きさ
であればよい。一方、通気孔20A、20Bの径を大きくする
方が、その分、帽体10の軽量化を図ることができる。
  通気孔20A、20Bの形状は、図示したような円形に限ら
れず、楕円形や多角形などとしてもよい。また、通気孔
20Aと通気孔20Bの大きさ、形状などは互いに異なってい
てもよい。さらに、帽体10の内層10Aおよび／または外
層10Bを網目構造とすることにより、帽体10に通気孔20A
と通気孔20Bを形成してもよい。ただし、前記したよう
に通気孔20Λと通気孔20Bとは重ならないようにするこ
とが重要である。

  内層10Aが外層10Bに面した側の、内層10Aの通気孔20A
の周囲には堰16が円周状に設けられている。
  図２は、内層10Aの通気孔20Aの周辺を拡大して示すも
のであり、同図（ａ）は外層10Bを取り外したときの平
面図であり、同図（ｂ）は同図（ａ）のｂ－ｂ線による
縦断側面図である。
  堰16は雨滴の侵入を阻止することができる程度の高さ
があればよいから、0.1～20mm程度、特に、１～3mm程度
とすることが好ましい。
  本実施形態において、堰16は通気孔20Aの周縁から垂
直上方に立ち上げた形状としているが、堰16の形状はこ
れに限られず、例えば、前記垂直に立ち上げた上端部を
更に外側に曲げたり、あるいは、通気孔20Aに対して堰1
6自体を外側または内側に傾斜させた形状とすることに
より、通気孔20Aへの雨滴の侵入を遮断してもよい。
  通気孔20Aの中心には、内層10Aと外層10Bの両層に接
する垂直壁15からなるスペーサ14が設けられている。垂
直壁15は、本実施形態のように、堰16を跨いで三叉状に
設置してもよいし、図３に示すように、堰16を跨いで十
文字に設置してもよい。また、図４に示すように、通気
孔20Aの外側において堰16に隣接させて設置してもよ
い。
  スペース14は、どのような実施形態を採るにしても、
内層10Aと外層10Bを一体に結合する役割を果たすと共
に、当該間隙12を適正に保持して空気の流通路を確保す
るものである。従って、スペーサ14の形状と配置によっ
て通気孔20Aを閉塞させないようにすることが必要であ
り、図４に示す実施形態では、２つの折り曲げた垂直壁
15を対向させて、その間に空気の流通路22を確保してい
る。また、スペーサ14は、外層10Bに加えられた衝撃を
内層10Aに伝達して衝撃力を分散する役割を有してい
る。
  従って、図５（ａ）、（ｂ）の縦断側面図に示すよう
に、外層10Bの通気孔20Bに対しても、通気孔20Aと同じ
ようにスペーサ14Bを設けることにより、間隙12を適正
に保持し、帽体10の強度を一層高めるようにしてもよ
い。通気孔20Bに対して設けられるスペーサ14Bは、通気
孔20Bの中心に、内層10Aと外層10Bの両層に接する垂直
壁15からなるものを三叉状や十文字に配したり、また
は、通気孔20Bに隣接させて、１または２以上の垂直壁1
5を設置してもよい。スペーサ14Bは、通気孔20Bから小
さな飛来物が進入するのを防止する役割も果たす。
  図５（ａ）、（ｂ）において、通気孔20Bの周囲には
補強リング16Bが円周状に設けられている。図５（ａ）
では、垂直壁面を有する補強リング16Bが内層10Aに対向
して形成され、帽体10の表面に突起物が出るようなこと
がない。一方、図５（ｂ）では、補強リング16Bが外層1
0Bの外表面側に形成されており、通気孔20Bの補強とと
もに、雨滴に対する堰の作用を果たす。図５（ｂ）にお
いて、補強リング16Bは傾斜壁面を有している。
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  本発明の保護帽を雨天時等に屋外で使用した場合に
は、雨水は外層10Bの通気孔20Bから保護帽の間隙12に侵
入し、内層10Aの外表面に衝突した後、この外表面を伝
わって下方に流れ落ちる。雨滴は堰16に遮られるから通
気孔20Aの内部に侵入することがない。
  図６は、堰16とスペーサ14の変形例を示す縦断側面図
である。本実施形態では堰16とスペーサ14とを一体に形
成した上で、スペーサ14を構成する垂直壁15の壁面に複
数個の空気の流通孔24を設けている。流通孔24は雨水が
進入しないように垂直壁15の壁面上部に設ける。流通孔
24の形状は、図６（ａ）に示すように、スリット状にし
てもよいし、図６（ｂ）に示すように、円形状としても
よい。
  本発明の帽体10は、通気孔20Aを穿設済の内層10Aの上
に通気孔20Bを穿設済の外層10Bを覆い被せ、両者を前記
したスペーサ14を介して接合して一体化させる。
  次に、本発明に係る保護帽の他の実施形態を図７に基
づいて説明する。
  図７は、帽体10を構成する内層10Aと外層10Bとを上下
に分離して示す側面図であり、当該帽体10により保護帽
の主体が構成される。なお、本図において、保護帽とし
て通常備えられる脱落防止用のあごひもや、帽体10に加
えられた衝撃を緩和するために帽体10の内部に取り付け
られる、所謂、着装体や衝撃吸収ライナーの図示は省略
した。
  内層10Aの下部には段部11が円周方向に形成され、内
層10Aに外層10Bを被着したとき、この段部11に外層10B
の下端縁が係止される。段部11より上方に位置する内層
10Aの表面には、頂点から放射状に伸びる凹条17と凸条1
8とが交互に形成されている。凹条17は、後述するよう
に、雨水の流路となるものであり、凸条18に対して相対
的に凹んでいればよく、例えば、Ｕ字形やＶ字形の断面
形状または平坦面とすることができる。凹条17および凸
条18の本数は10～20本程度が好ましい。
  凸条18の適宜位置には、複数の通気孔20Aを穿設す
る。通気孔20Aは外気を流通させるためのものであり、
通気孔20Aの穿設位置に格別の制限はない。通気孔20Aの
数は、内層10A全体で数個～数十個程度が好ましい。な
お、通気孔20Aの周囲には、図２～図４および図６に示
したように、外層10Bに対向させて、雨水の浸入を防止
するための堰16を円周状に設けてもよいし、あるいは、
通気孔20Bの周囲には、図５に示したように、補強リン
グ16Bを設けてもよい。
  外層10Bの大きさは内層10Aより僅かに大きいものとす
る。また、外層10Bにも複数の通気孔20Bが穿設されてい
る。通気孔20Bは内外層10A、10Bを重ね合わせたとき、
通気孔20Aと合致しないように穿設する。このために
は、通気孔20Bを、内層10Aの凹条17に対向させて設けれ
ばよい。通気孔20Bの大きさ、個数および形状に関して
は通気孔20Aと同じことが該当する。

  符号19は外層10Bの円周状の下端部に数箇所設けられ
た水抜き孔であり、内層10Aの凹条17を流下する雨水を
外層10Bの外部に排出する役割を有している。
  図８は、図７に示す内層10Aに外層10Bを被着すること
により構成された帽体10の平面図であり、同図におい
て、外層10Bの通気孔20Bを実線で、また、内層10Aの通
気孔20Aを点線を以てそれぞれ２条ずつ表すことによ
り、両者がずれて設けられていることが示されている。
  図９は、図８に示す帽体10の縦断側面図であり、同図
において、左半部は内層10Aの凹条17の位置で切断し、
右半部は内層10Aの凸条18の位置で切断したものであ
る。両層10A、10B間には間隙12が形成される。間隙12の
厚さは凹条17の位置で３～30mm程度、凸条18の位置で１
～20mm程度とすることが好ましい。
  間隙12には、内外層10A、10Bの一体化を促進して、帽
体10の強度を増大させる等の目的で、前記したスペーサ
14、14Bを設けてもよい。また、図９の右半部に示すよ
うに、内層10Aの凸条18を部分的に外層10Bに当接させる
ことにより、スペーサ14の役割を担わせてもよい。
  本発明の保護帽を雨天時等に屋外で使用した場合に
は、雨水は外層10Bの通気孔20Bから保護帽の間隙12に侵
入し、内層10Aの外表面に到達する。その後、当該雨水
は内層10Aの凹条17に沿って流下し、外層10Bの水抜き孔
19から外部に排出される。着用された保護帽は、作業
中、頻繁に傾くものであるが、内層10Aに穿設された通
気孔20Aは凸条18上に位置するので、雨水が通気孔20Aか
ら内層10Aの内部にまで侵入することがない。
  また、例えば、自動二輪車用の保護帽等のように、前
方からの風圧の影響を強く受ける保護帽に対しては、必
ずしも凹条17を内層10Aの頂点から放射状に形成せず
に、雨水が前方から後方へスムーズに排出されるような
ラインとすることが好ましい。
  続いて、本発明に係る保護帽の他の実施形態を図10に
基づいて説明する。
  図10に示す実施形態は、帽体10の頂部に形成する凸条
18を１条のみとした点で前記実施形態と相違する。図10
は、この凸条18と直交する垂直面で切断して示す部分側
面図である。
  本実施形態では、帽体10を内層10Aと外層10Bとに分割
することなく、凸条18とその両側に凸条18に沿って形成
された凹条17、17とを覆うようにして、帽体10にカバー
30を嵌め込み、カバー30は超音波溶着その他の接合方法
により帽体10と一体化されている。カバー30には、前記
実施形態と同様の目的で、複数の通気孔20Bが形成さ
れ、通気孔20Bは凸条18に穿設された通気孔20Aの位置と
重ならないように設けられる。
  上記構成により、帽体10の凸条18周辺とカバー30の間
には間隙12が形成され、本実施形態についても図７～図
９に示す実施形態で説明したのと同様に、通気性対策と
雨対策が行われる。特に、本実施形態では凸条18を帽体
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10の頂部において前後方向に設けることにより、通気孔
20Bを帽体10の左右方向に向けることができ、従って、
自動二輪車用の保護帽としても、間隙12内への雨水の浸
入を最小限とすることができる。なお、凸条18の本数
は、必ずしも１条に限られず、帽体10の前後方向に複数
条並設することもできる。
  続いて、本発明に係る保護帽の他の実施形態を図11お
よび図12に基づいて説明する。図12は、帽体10とカバー
30とを上下に分離して示す斜視図であり、図11は、帽体
10を凸条18と直交する垂直面で切断して示す要部側面図
である。
  本実施形態は、間隙12内において凹条17からカバー30
の内壁面に当接するスペーサ26を立ち上げた点で、図10
に示す実施形態と相違する。スペーサ26はカバー30と帽
体10との一体化を促進して、帽体10の強度を増大させる
と共に、通気孔20Aを囲むようにして設ければ、雨水の
浸入を防止するための堰としての役割も果たす。而し
て、スペーサ26の外側には凹条17Aが、内側には凹条17B
が、それぞれ形成されるので、雨対策が一層確かなもの
となる。なお、図12に示すように、スペーサ26の上部壁
面には空気を流通させるための流通孔28を設けている。
  なお、本発明において、間隙12には発泡スチロールや

各種スポンジなどの緩衝材を配装してもよい。但し、通
気性、通風性および防水性を妨げない形状や方法を採用
することが必要である。
  また、上述した全ての保護帽について、労働大臣が定
める規格（1991年６月５日付の労働省告示第39号）によ
る耐貫通試験（第６条および第７条）と衝撃吸収試験
（第８条）を行ったところ、それぞれ同条所定の性能が
得られた。
産業上の利用可能性
  本発明の保護帽は、通気性および通風性に優れると共
に雨対策も万全である。また、帽体を二重構造としたも
のについては、特に強度が高く、耐衝撃性に優れ、保護
帽としての安全性が高い。
  従って、本発明の保護帽は、種々の建設作業や土木作
業、重機操作、車両や航空機の運転作業、建物内外にお
ける警備、警察、消防等の作業、更には、アメリカンフ
ットボール、アイスホッケー、その他のスポーツ競技に
対して使用することができる。また、建築物やダム等の
建設現場、道路やトンネル等工事現場、造船所、製鉄
所、鉄工所、鉱石採取場、その他の各種作業現場や工場
等において、幅広く使用することができるものである。

【第１図】 【第２図】

【第５図】 【第１０図】
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【第３図】 【第４図】

【第６図】

【第９図】

【第１１図】
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【第７図】

【第８図】
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【第１２図】
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